
 

矢板市告示第 １４ 号 

 

令和７（２０２５）・８（２０２６）年度一般競争（指名競争）入札参加資格審査申請書

（随時申請）［建設工事］［測量・建設コンサルタント等］受付に関する告示 

 

矢板市が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る入札参加資格審査申請書（随

時申請）の受付について、次のとおり告示する。 

 

令和７年３月３１日 

 

矢板市長  森 島 武 芳 

 

 
１．受付業種区分 

建設工事 建設業法第２条第１項に規定されている２９業種 

 
測量・建設コン

サルタント等 

⑴ 測量 

⑵ 建築関係建設コンサルタント 

⑶ 土木関係建設コンサルタント 

⑷ 地質調査 

⑸ 補償コンサルタント 

⑹ その他 

 
２．参加資格要件（次の条件をすべて満たす方が申請できます） 

建設工事 ⑴ 建設業法第３条第１項の規定による建設業の許可を受けていること。 

⑵ 経営事項審査を受審し、申請日時点で有効な総合評定値(P 点)の通知を受けて

いること。 

⑶ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する欠格事項に該当しないこと。 

⑷ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に規定する欠格事項に該当しないこと。 

⑸ 国税・地方税について未納がないこと。 

⑹ 社会保険等（健康保険、厚生年金保険、雇用保険の３保険）に加入しているこ

と。※適用除外の場合は除く 

⑺ 本申請に係る提出書類中重要な事項について虚偽の記載や重要な事実についての

未記載の事実がないこと。 

測量・建設コン

サルタント等 

⑴ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項に規定する欠格事項に該当しないこと。 

⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に規定する欠格事項に該当しないこと。 

⑶ 経営状況が著しく不健全であると認められないこと。 

⑷ 営業に関し法律上必要とする資格を有すること。 

⑸ 国税・地方税について未納がないこと。 

⑹ 本申請に係る提出書類中重要な事項について虚偽の記載や重要な事実についての

未記載の事実がないこと。 

 

  



 

 
３. 受付期間及び入札参加資格の有効期間 

 
電子申請の受付期間 別送書類提出期限 入札参加資格の有効期間 

1 令和 7 年 4 月 1 日～4 月 15 日 令和 7 年 4 月 18 日 令和 7 年 6 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

2 令和 7 年 4 月 16 日～6 月 15 日 令和 7 年 6 月 18 日 令和 7 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

3 令和 7 年 6 月 16 日～9 月 15 日 令和 7 年 9 月 18 日 令和 7 年 11 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

4 令和 7 年 9 月 16 日～12 月 15 日 令和 7 年 12 月 18 日 令和 8 年 2 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

5 令和 7 年 12 月 16 日～令和 8 年 3 月 15 日 令和 8 年 3 月 18 日 令和 8 年 5 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

6 令和 8 年 3 月 16 日～6 月 15 日 令和 8 年 6 月 18 日 令和 8 年 8 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

7 令和 8 年 6 月 16 日～9 月 15 日 令和 8 年 9 月 18 日 令和 8 年 11 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日 

 

４. 申請方法 ⑴ 栃木県電子申請システムによる電子申請 

 
⑵ 電子申請を行った日から３日以内、または県が定める指定期日までに共通書類及

び矢板市提出書類を、提出が確認できる方法（簡易書留、レターパック等）により

一括して共同受付窓口へ送付してください。 

※共通書類はチェックリストに記載された順番に重ね、左上をクリップで留めてく

ださい。 

※矢板市提出書類はチェックリストに記載された順番に重ね、左上をクリップで留

めてください。 

 
⑶ 送付先 

〒３２０－８５０１ 

栃木県宇都宮市塙田１－１－２０ 

栃木県県土整備部監理課 建設業担当 

※封筒表面に「建設工事（測量・建設コンサルタント等）入札参加資格審査申請                                           

書類在中」と赤で記入してください。 

 

 

５. 受付票  書類の到達は申請者側で確認できるため、返信用のはがき等を同封されましても

返信いたしませんので、ご了承ください。 

 
６. 結果通知  審査の結果（認定の可否）については、入札参加資格の有効期間開始日までに通

知します。 

 
７. その他  共同受付の「申請の手引き」はホームページに掲載していますので、内容を確認

した上で申請をしてください。 

矢板市提出書類については市ホームページからダウンロードできます。 

  



 

 
８. 問い合せ先 

‣共同受付全般及び共通書類について 

栃木県県土整備部監理課建設業担当 ℡０２８－６２３－２３９０ 
 

‣矢板市提出書類について 

矢板市総務部財政課管財庁舎整備室 ℡０２８７－４７－６５６６ 
 

‣ 電子申請システムの利用者登録やシステムの操作、設定等について

マロニエヘルプデスク ℡０１２０－４６４－１１９ 


